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公立大学法人宮城大学定款 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第７条） 

 第２章 役員及び職員（第８条－第１４条） 

 第３章 理事会（第１５条－第１８条） 

 第４章 審議機関 

   第１節 経営審議会（第１９条－第２２条） 

   第２節 教育研究審議会（第２３条－第２６条） 

 第５章 業務の範囲及びその執行（第２７条・第２８条） 

 第６章 資本金等（第２９条・第３０条） 

 第７章 雑則（第３１条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この公立大学法人は，地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」と

いう。）に基づき大学を設置し，及び管理することにより，卓越した教育研究の拠点として，

学術文化を振興し，その成果を広く社会に還元するとともに，創造的な知性と豊かな人間性を

備えた人材を育成し，もって地域の産業及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 （名称） 

第２条 この公立大学法人は，公立大学法人宮城大学（以下「法人」という。）と称する。 

 （大学の設置） 

第３条 法人は，第１条の目的を達成するため，宮城大学（第１９条第２項第４号及び第２３条

第２項第６号を除き，以下「大学」という。）を宮城県黒川郡大和町に設置する。 

 （設立団体） 

第４条 法人の設立団体は，宮城県とする。 

 （事務所の所在地） 

第５条 法人は，事務所を宮城県黒川郡大和町に置く。 

 （法人の種別） 

第６条 法人は，特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

 （公告の方法） 

第７条 法人の公告は，宮城県公報に登載して行う。 

   第２章 役員及び職員 

 （役員の定数） 

第８条 法人に，役員として，理事長１人，副理事長１人，理事５人以内及び監事２人以内を置

く。 

 （役員の職務及び権限） 

第９条 理事長は，法人を代表し，その業務を総理する。 

２ 理事長は，第１８条各号に掲げる事項について決定をしようとするときは，第１５条に規定

する理事会の議を経なければならない。 

３ 副理事長は，法人を代表し，理事長を補佐して法人の業務を掌理する。 

４ 副理事長は，理事長に事故があるときはその職務を代理し，理事長が欠員のときはその職務

を行う。 

５ 理事は，理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。 
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６ 理事は，理事長があらかじめ指定した順序により，理事長及び副理事長に事故があるときは

その職務を代理し，理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 

７ 監事は，法人の業務を監査する。この場合において,監事は,宮城県の規則で定めるところに

より,監査報告を作成しなければならない。 

８ 監事は,いつでも,役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は法

人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

９ 監事は,法人が次に掲げる書類を宮城県知事（以下「知事」という。）に提出しようとすると

きは,当該書類を調査しなければならない。 

 一 法の規定による認可,承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の法第１３条第６項第

１号に規定する総務省令で定める書類 

 二 その他宮城県の規則で定める書類 

１０ 監事は，監査の結果に基づき，必要があると認めるときは，理事長又は知事に意見を提出

することができる。 

（理事長の任命） 

第１０条 理事長は，知事が任命する。 

（学長の任命等） 

第１０条の２ 学長は，理事長とは別に任命するものとする。 

２ 学長を選考するため，法人に学長選考会議を置く。 

３ 学長は，学長選考会議の選考に基づき，理事長が任命する。 

４ 前項の規定により任命された学長は，副理事長となる。 

５ 学長選考会議は，次の各号に掲げる委員各３人をもって構成する。 

(1) 第１９条第２項第３号及び第４号に掲げる者のうちから同条第１項に規定する経営審議会に

おいて選出された者 

(2) 第２３条第２項第２号から第６号までに掲げる者のうちから同条第１項に規定する教育研究

審議会において選出された者 

６ 学長選考会議の委員には，法人の役員又は職員以外の者が含まれるようにしなければならない。 

７ 学長選考会議に議長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

８ 議長は，学長選考会議を主宰する。 

９ 第５項から前項までに定めるもののほか，学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に

関し必要な事項は，議長が学長選考会議に諮って定める。 

 （理事及び監事の任命） 

第１１条 理事は，理事長が任命する。 

２ 監事は，知事が任命する。 

３ 理事長は，理事の任命に当たっては，その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が理事

の中に含まれるようにしなければならない。 

 （役員の任期） 

第１２条 理事長の任期は，４年とする。 

２ 学長となる副理事長の任期は，２年以上６年を超えない範囲内において，学長選考会議の議

を経て法人の規程によって定める学長の任期によるものとする。 

３ 理事の任期は，４年を超えない範囲内において理事長が定める。 

４ 監事の任期は，その任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第３４

条第１項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし，補欠の監事の

任期は，前任者の残任期間とする。 
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５ 役員は，再任されることができる。この場合において，理事がその最初の任命の際現に法人

の役員又は職員でなかったときの前条第３項の規定の適用については，その再任の際現に法人

の役員又は職員でない者とみなす。 

 （役員の解任） 

第１３条 知事又は理事長は，それぞれその任命に係る役員が法第１６条の規定により役員とな

ることができない者に該当するに至ったときは，その役員を解任しなければならない。 

２ 知事又は理事長は，それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき，そ

の他役員たるに適しないと認めるときは，その役員を解任することができる。 

 (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

 (2) 職務上の義務違反があるとき。 

３ 前項に規定するもののほか，知事又は理事長は，それぞれその任命に係る役員（監事を除く。）

の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって，その役員に引き続

き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは，その役員を解任することができる。 

４ 理事長は，前二項の規定により理事を解任したときは，遅滞なく，その旨を知事に届け出る

とともに，これを公表しなければならない。  

（学長の解任） 

第１３条の２ 次項において準用する前条第２項及び第３項の規定により，学長を解任する場合は，

学長選考会議の申出により行うものとする。 

２ 前条の規定は，学長の解任について準用する。この場合において，前条第１項中「知事又は理

事長は，それぞれ」とあるのは「理事長は，」と，「役員」とあるのは「学長」と，「法第１６

条」とあるのは「法第７６条において準用する法第１６条」と，同条第２項中「知事又は理事長

は，それぞれ」とあるのは「理事長は，」と，「役員」とあるのは「学長」と，同条第３項中「知

事又は理事長は，それぞれ」とあるのは「理事長は，」と，「役員（監事を除く。）」とあるの

は「学長」と，「その役員」とあるのは「その学長」と，同条第４項中「前二項」とあるのは「前

二項及び次条第１項」と，「理事」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。 

 （職員の任命等） 

第１４条 職員は，理事長が任命する。 

２ 職員の職の種類，職務及び任命その他職員に関する事項については，法人の規程で定める。 

   第３章 理事会 

 （設置及び構成） 

第１５条 法人に理事会を置き，理事長，副理事長及び理事をもって構成する。 

 （招集） 

第１６条 理事会は，理事長が招集する。 

２ 理事長は，副理事長，理事又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面で開催の要求が

あったときは，理事会を招集しなければならない。 

 （議事） 

第１７条 理事会に議長を置き，理事長をもって充てる。 

２ 議長は，理事会を主宰する。 

３ 理事会は，構成員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 理事会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

５ 監事は，理事会に出席して意見を述べることができる。 

 （議決事項） 
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第１８条 次に掲げる事項は，理事会の議を経なければならない。 

 (1) 中期目標について知事に対して述べる意見（法第７８条第３項に規定する意見をいう。以

下同じ。）及び年度計画（法第２７条第１項に規定する年度計画をいう。以下同じ。）に関

する事項 

 (2) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項 

 (3) 予算の編成及び執行並びに決算に関する事項 

 (4) 大学，大学院，学群，学類その他の重要な組織の設置，変更又は廃止に関する事項 

 (5) 法人の基本的な規則及び重要な規程の制定又は改廃に関する事項  

 (6) 職員の人事及び評価に関する事項 

 (7) 大学が自ら行う点検及び評価並びに第三者による評価に関する事項  

 (8) その他理事会が定める重要事項 

第４章 審議機関 

        第１節 経営審議会 

 （設置及び構成） 

第１９条 法人に，法人の経営に関する重要な事項を審議する機関として，経営審議会を置く。 

２ 経営審議会は，次に掲げる委員１２人以内で構成する。 

 (1) 理事長 

 (2) 副理事長 

 (3) 理事長が指名する理事又は職員 

 (4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから，理事

長が任命するもの 

３ 前項第４号に掲げる委員の数は，委員の総数の２分の１以上でなければならない。 

４ 委員の任期は，２年とする。ただし，役員である委員は当該職の任期とし，職員である委員

は当該職にある期間とする。 

５ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

６ 委員は，再任されることができる。 

 （招集） 

第２０条 経営審議会は，理事長が招集する。 

２ 理事長は，経営審議会の委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面で開催

の要求があったときは，経営審議会を招集しなければならない。 

 （議事） 

第２１条 経営審議会に議長を置き，理事長をもって充てる。 

２ 議長は，経営審議会を主宰する。 

３ 経営審議会は，経営審議会の委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 経営審議会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

 （審議事項） 

第２２条 経営審議会は，次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 中期目標について知事に対して述べる意見及び年度計画に関する事項のうち，法人の経営

に関するもの 

 (2) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち，法人の経営に関するも

の 

 (3) 予算の編成及び執行並びに決算に関する事項 

 (4) 大学，大学院，学群，学類その他の重要な組織の設置，変更又は廃止に関する事項のうち，
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法人の経営に関するもの 

(5) 法人の基本的な規則（法人の経営に関する部分に限る。）及び会計規程，役員に対する報

酬，職員の給与等の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項 

 (6) 職員の人事及び評価に関する事項（教員については，法人の経営に関する事項に限る。） 

 (7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに第三者による評価に関する事項 

 (8) その他法人の経営に関する重要事項 

    第２節 教育研究審議会 

 （設置及び構成） 

第２３条 法人に，大学の教育研究に関する重要な事項を審議する機関として，教育研究審議会

を置く。 

２ 教育研究審議会は，次に掲げる委員で構成する。 

 (1) 学長 

 (2) 学長が指名する理事 

 (3) 学群長及び研究科長 

 (4) 法人の規程で定める教育研究上の重要な組織（学群及び研究科を除く。）の長 

 (5) 学長が指名する職員 

 (6) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから，学長

が必要と認める場合において任命するもの 

 （招集） 

第２４条 教育研究審議会は，学長が招集する。 

２ 学長は，教育研究審議会の委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面で開

催の要求があったときは，教育研究審議会を招集しなければならない。 

 （議事） 

第２５条 教育研究審議会に議長を置き，学長をもって充てる。 

２ 議長は，教育研究審議会を主宰する。 

３ 教育研究審議会は，教育研究審議会の委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことがで

きない。 

４ 教育研究審議会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

 （審議事項） 

第２６条 教育研究審議会は，次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 中期目標について知事に対して述べる意見及び年度計画に関する事項のうち，大学の教育

研究に関するもの 

 (2) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち，大学の教育研究に関す

るもの 

 (3) 大学，大学院，学群，学類その他の重要な組織の設置，変更又は廃止に関する事項のうち，

大学の教育研究に関するもの 

 (4) 法人の基本的な規則（大学の教育研究に関する部分に限る。）及び教育研究に係る重要な

規程の制定又は改廃に関する事項 

 (5) 教員の人事及び評価に関する事項 

 (6) 教育課程の編成に関する方針に係る事項 

 (7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

 (8) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する

方針に係る事項 
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(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価並びに第三者による評価に関する事項 

(10) その他大学の教育研究に関する重要事項 

第５章 業務の範囲及びその執行 

 （業務の範囲） 

第２７条 法人は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 大学を設置し，これを運営すること。 

 (2) 学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 

 (3) 法人以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者

との連携による教育研究活動を行うこと。 

 (4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

 (5) 大学における教育研究の成果を普及し，及びその活用を促進すること。 

 (6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。   

 （業務方法書） 

第２８条 法人の業務の執行に関し必要な事項は，この定款に定めるもののほか，業務方法書の

定めるところによる。 

   第６章 資本金等 

 （資本金） 

第２９条 法人の資本金は，別表に掲げる資産を宮城県が出資するものとし，当該資本金の額は，

当該資産について，出資の日における時価を基準として宮城県が評価した価額の合計額とする。 

 （解散した場合の残余財産の帰属） 

第３０条 法人が解散した場合において，その債務を弁済してなお残余財産があるときは，当該

残余財産は，宮城県に帰属する。 

   第７章 雑則 

 （規程への委任） 

第３１条  法人の運営に関し必要な事項は，この定款及び業務方法書に定めるもののほか，法人

の規程の定めるところによる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この定款は，法人の成立の日から施行する。 

 （最初の理事長の任命等に関する特例） 

２ 第１０条第１項の規定にかかわらず，法人の成立後最初の理事長の任命は，法人の申出に基

づくことを要しないものとし，知事が行う。 

３ 第１２条第１項の規定にかかわらず，法人が設置する大学の設置後最初の学長となる理事長

の任期は，２年とする。 

附 則 

この定款の変更は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この定款の変更は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この定款の変更は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この定款の変更は，令和５年４月１日から施行する。ただし，次項及び附則第３項の規定は，
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総務大臣及び文部科学大臣の認可のあった日から施行する。 

（学長の任命等の特例） 

２ 変更後の公立大学法人宮城大学定款（以下「変更後の定款」という。）第１０条の２第１項の

規定により任命する最初の学長の選考は，変更前の公立大学法人宮城大学定款第１０条第３項に

規定する学長選考会議（次項において「旧学長選考会議」という。）を変更後の定款第１０条の

２第２項に規定する学長選考会議（次項において「新学長選考会議」という。）とみなして，施

行日前においても行うことができるものとする。 

３ 変更後の定款第１２条第２項の規定に基づく最初の学長となる副理事長の任期は，２年以上６

年を超えない範囲内において，前項の規定により新学長選考会議とみなされる旧学長選考会議の

議を経て法人の規程によって定める学長の任期によるものとする。 

附 則 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可のあった日から施行する。 
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別表（第２９条関係） 

 １ 土地 

所 在 地 地  目 面 積 （平方メートル） 

黒川郡大和町学苑１番１ 学校用地         １９９，４８２．００ 

黒川郡大和町学苑５番２ 用悪水路            １，４０２．００ 

仙台市泉区高森６丁目１番１ 宅地            ７，４４８．６２ 

仙台市太白区旗立１丁目１番１７ 学校用地               ９４７．００ 

仙台市太白区旗立２丁目１番１６ 学校用地          １６３，６３８．００ 

仙台市太白区坪沼字沼山２８番１ 山林        ２３３，５６９．４２ 

仙台市太白区坪沼字沼山３５番２ 畑           ３，６３４．７９ 

仙台市太白区坪沼字沼山３６番１ 山林         １７，１２６．０８ 

仙台市太白区坪沼字沼山４５番２ 山林            ５７，５６２．２４ 

仙台市太白区坪沼字沼山４５番３ 畑              ５２２．３２ 

仙台市太白区坪沼字郷田４７番２ 原野              ２５９．６０ 

仙台市太白区坪沼字郷田４８番 畑              ２４９．００ 

仙台市太白区坪沼字郷田４９番２ 畑               ４３．４９ 

仙台市太白区坪沼字郷田５０番３ 畑              １０７．１１ 

仙台市太白区坪沼字郷田５２番５ 山林              ９５３．６１ 

仙台市太白区坪沼字舘８番 田            １，５９６．００ 

仙台市太白区坪沼字舘１９番１ 田            ２，３４５．００ 

仙台市太白区坪沼字舘２０番１ 田            ２，３０４．００ 

仙台市太白区坪沼字大針３７番 田            ３，２４９．００ 

仙台市太白区坪沼字大針３８番 田            １，５００．００ 

仙台市太白区坪沼字大針３９番 田            １，３８９．００ 

仙台市太白区坪沼字大針４０番 田              ４７５．００ 

  ２ 建物 

施 設 名 所 在 地 構  造 延べ床面積 

（平方メートル） 

本部棟 黒川郡大和町学苑１

番地１ 

鉄骨鉄筋コンクリート

造亜鉛メッキ鋼板ぶき

７階建 

  ３３，０１９．２３ 

交流センター・体育

館・サークル室Ａ棟 

黒川郡大和町学苑１

番地１ 

鉄筋コンクリート・鉄骨

造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き・陸屋根３階建 

   ６，９５６．９８ 

サークル室Ｂ棟 黒川郡大和町学苑１

番地１ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 

     １５３．６８ 

材料実験棟 黒川郡大和町学苑１

番地１ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

     １５１．６９ 
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サークル室Ｃ棟 黒川郡大和町学苑１

番地１ 

鉄筋コンクリート造亜

鉛メッキ鋼板ぶき平家

建 

     １５７．０９ 

サークル室Ｄ棟 黒川郡大和町学苑１

番地１ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 

     １４７．４４ 

サークル室Ｅ棟 黒川郡大和町学苑１

番地１ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 

      ４７．６６ 

ブリッジ棟展示室 黒川郡大和町学苑１

番地１ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 

      １１４．８１ 

教員宿舎（１号棟） 仙台市泉区高森６丁

目１番地１ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根３階建 

     １，３７７．００ 

教員宿舎（１号棟） 

物置 

仙台市泉区高森６丁

目１番地１ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

           ９３．７５ 

教員宿舎（２号棟） 仙台市泉区高森６丁

目１番地１ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根３階建 

   １，７１３．９６ 

教員宿舎（２号棟） 

物置 

仙台市泉区高森６丁

目１番地１ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

         １１８．７５ 

管理棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根２階建 

     １，１０７．１３ 

実験棟・講義棟・北研

究棟・南研究棟・渡り

廊下 

仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄筋コンクリート・鉄骨

造陸屋根５階建 

   １４，１２０．８５ 

多目的室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造陸屋根平家建      １８６．８０ 

消火ポンプ室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 

       ７．２８ 

レストラン棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造合金メッキ鋼板

ぶき・陸屋根２階建 

     ９０４．２５ 

体育館 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨鉄筋コンクリー

ト・鉄筋コンクリート・ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき３階建 

     １，９７６．３９ 

サークル南棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

木・鉄筋コンクリート造

合金メッキ鋼板ぶき２

階建 

         ２１６．３０ 

サークル北棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根３階建 

         ６１３．８０ 

４０周年記念会館 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄筋コンクリート造亜

鉛メッキ鋼板ぶき平家

建 

         ５００．００ 

水利実験棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき２階建 

     ３０９．９１ 
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リサイクル実験棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

     １７０．８０ 

電気室・ごみ分別室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 

      ８７．５０ 

油倉庫 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

コンクリートブロック

造亜鉛メッキ鋼板ぶき

平家建 

       ７．５６ 

     

材料実験棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

１９８．３３ 

保管庫 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板ぶき平家建 

      ３３．１２ 

機械実験棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき２階建 

         ３００．６９ 

食品加工工場 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造合金メッキ鋼板

ぶき平家建 

     ５３２．３６ 

農具舎 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

      ７７．７６ 

畜産実習棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 

         １３９．１２ 

動物代謝実験棟 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 

           ２７．００ 

飼育小屋 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

木造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

      ４３．２０ 

ほ  

圃場実験棟（令和７年

３月除却） 

仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

           ８１．２１ 

病理用温室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ガラス板ぶき平

家建 

           ９９．２２ 

ガラス網室温室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ガラス板ぶき平

家建 

           ８９．７７ 

作物用温室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ガラス板ぶき平

家建 

         １３２．４８ 

交配用温室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ガラス板ぶき平

家建 

           ６７．２３ 

ハウス棟Ａ 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ガラス板ぶき平

家建 

         １６８．７９ 

ハウス棟Ｂ 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ガラス板ぶき平

家建 

         １６８．７９ 

ガラス温室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ガラス板ぶき平

家建 

         １６５．３７ 

ビニール温室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ビニール板ぶき

平家建 

         ３３０．００ 



-11- 

ビニール温室 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造ビニール板ぶき

平家建 

          ８６．４０ 

便所 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板ぶき平家建 

           １２．４２ 

軽農機具庫 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板ぶき平家建 

           ６６．２４ 

たい

堆肥舎 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

鉄骨造スレートぶき平

家建 

           ６２．７０ 

揚水機場上家 仙台市太白区旗立２

丁目１番地１６ 

コンクリートブロック

造陸屋根平家建 

           １１．３４ 

管理・講義棟 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

鉄筋コンクリート造陸

屋根２階建 

         ４５０．７６ 

実験棟 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

ぶき平家建 

      ３０８．８０ 

農機具格納庫 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

鉄骨造スレートぶき平

家建 

         ２３２．６５ 

家畜保護施設（牛舎） 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

鉄骨造スレートぶき２

階建 

         ９６１．８４ 

たい

堆肥舎 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

鉄骨造スレートぶき平

家建 

           ４５．００ 

家畜保護施設（豚舎） 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

 鉄骨造スレートぶき平家

建 

         ２１９．９６ 

燃料庫 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

 コンクリートブロック造

スレートぶき平家建 

       ９．００ 

家畜衛生舎 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

鉄骨造スレートぶき平

家建 

          ７７．７６ 

収納作業室・農機具 

庫 

仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

 鉄骨造スレートぶき２階

建 

         ３５１．００ 

牛衛舎 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

 鉄骨造スレートぶき平家

建 

            ９．００ 

薬剤調合室 仙台市太白区坪沼字

沼山４５番地２ 

 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼

板ぶき平家建 

          １４．９０ 

育苗ハウス 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

 鉄骨造ビニール板ぶき平

家建 

         １０８．００ 

たい

堆肥舎 仙台市太白区坪沼字

沼山２８番地１ 

 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

           ５０．００ 

 


